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平成２７年７月２３日 

資 源 エ ネ ル ギ ー 庁 

 

太陽光発電設備の認定の失効に関する注意喚起 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．失効条件解除に係る手続 

  失効条件を解除するためには、認定通知書で示された「期限」（「２．失効期限の延長に

係る手続」により延長された場合は延長後の期限）※１までに次の（1）及び（2）の書類の

両方を、認定を受けた各経済産業局へ提出（必着）することが必要です。場所及び設備が

確保されていたとしても、期限までにこの手続を行わない場合、いかなる理由があっても

認定が失効しますので、ご注意ください。また、提出された書類の内容に不備がある場合

も認定は失効となります。 

（1）申立書（別紙１） 

（2）証拠書類（次の「①及び②」、又は「③」） 

   ①認定に係る場所を確保していることを証する書類 

②認定に係る設備を確保していることを証する書類 

③再生可能エネルギー電気の供給を開始していることを証する書類 

 

※１ 失効期限の年月日は、以下のページに掲載していますのでご確認ください。 

 http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/kigen.html 

 

 

２．失効期限の延長に係る手続 

  電力会社との接続契約締結（平成２６年度の認定は連系承諾）までに時間を要している

場合※２、認定通知書に示された「期限」（「２．失効期限の延長に係る手続」により延長さ

れた場合は延長後の期限）までに次の（1）及び（2）の書類の両方を、認定を受けた各経

 平成２６年度以降、５０ｋＷ以上の太陽光発電設備のうち、認定時に場所及び設備が確

保されていない申請については、認定後一定の期限内に場所及び設備の確保が確認できな

い場合には認定が失効するとの「条件」を付して認定してきています。 

 この失効条件を解除、又は失効期限を延長するためには、期限までに申立書等の書類の

提出が必須となります。期限内に当該書類の提出がなされなかった場合、いかなる理由が

あっても認定は失効となり、一度失効した認定を復活させることはできません。また、提

出された書類の内容に不備がある場合も認定は失効となります。 

つきましては、失効条件を解除等するための手続を以下の通り再度お知らせしますの

で、認定通知書で失効条件の有無や失効期限等を改めてご確認いただくとともに、失効期

限までに必要な手続を必ず行うよう、十分にご注意ください。 

なお、軽微変更届出により発電事業者の変更を行った後、失効条件を解除等するための

手続がなされていない場合、変更後の発電事業者が当該手続を行う必要がありますので、

併せてご注意ください。 
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済産業局へ提出（必着）することにより、期限を９０日間延長することができます※３。接

続契約締結（平成２６年度の認定は連系承諾）までに時間を要していたとしても、期限ま

でにこの手続を行わない場合、いかなる理由があっても認定が失効しますので、ご注意く

ださい。また、提出された書類の内容に不備がある場合も認定は失効となります。 

（1）申立書（別紙１） 

（2）電力接続協議進行状況証明書（別紙２） 

 

※２ 電力会社による接続契約の申込みの受領から接続契約締結（平成２６年度の認定は連系承諾）

までの期間が、認定日以降期限までに以下の日数を超えた事実がある場合。 

  ・２６年度の認定案件：「９０日」（その後１８０日を超えた場合は再度期限の延長が可能） 

  ・２７年度の認定案件：「１８０日」（その後２７０日を超えた場合は再度期限の延長が可能） 

 

 ※３ 期限の延長は最長でも以下の期日までとなります。この期限を超えた場合は、いかなる理由

であっても認定が失効します。 

  ・２６年度の認定案件：認定日の翌日から起算して３６０日後の日 

  ・２７年度の認定案件：認定日の翌日から起算して４５０日後の日 

 

なお、上記の手続は単に期限を延長する措置であり、条件を解除するものでないことか

ら、延長された期限までに上記「１．失効条件解除に係る手続」を行うことが必要です。 

 

 

３．提出すべき申立書等の様式及び証拠書類の内容 

  申立書（別紙１）、電力接続協議進行状況証明書（別紙２）、申立時に必要となる証拠書

類の内容は、以下のページに掲載していますのでご確認ください。 

http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/nintei_setsubi.html#kigen 

 

 

４．その他 

  これまでお知らせしました以下の文書も必ず確認してください。 

＜２６年度の認定案件＞ 

 ・平成２６年度の認定運用を変更します 

（http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/20140422_nintei.pdf） 

 

＜２７年度の認定案件＞ 

・場所及び設備の確保に関する期限の設定について 

（http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/20150325_announce.pdf） 

 


